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くらしの窓 市からのお知らせ

■固定資産税縦覧帳簿の縦覧
　納税者が市内に所有する土地・家屋の価格と他の土地・
家屋の価格を比較し、 評価が適正かどうか確認できます。
縦覧期間　４月１日㈬～６月１日㈪ の平日８：30～17：15
縦覧場所　資産税課（本庁、 因島総合支所）
縦覧できる人　固定資産税の納税者、 その代理人

■固定資産税課税台帳の閲覧
　本人の所有する資産は、 名寄帳兼課税台帳の閲
覧により確認できます。 縦覧期間中は無料です。
閲覧場所　資産税課（本庁、 因島総合支所）、 各支
所（御調・向島・瀬戸田・百島・浦崎）、 向東連絡所

閲覧できる人　固定資産税の納税義務者、 その
代理人

【共通事項】
必要なもの　公的な本人確認書類、 法人の場合は法人印、 代理人の場合は委任状
※固定資産税・都市計画税の納税通知書・課税明細書は、 ５月中旬に発送予定です。 
　第１期の納期限は、 ６月１日㈪です。
問資産税課（☎0848-38-9162・9164）、 因島瀬戸田資産税係（因島総合支所内 ☎0845-26-6228）

固定資産税縦覧帳簿の縦覧等

軽自動車等の廃車手続きはお早めに
　軽自動車税（種別割）は、 その年の４月１日現在の所有者に課されま
す。 ４月２日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、 その年度の税
額を納めていただくことになりますので、 すでに車をお持ちでない人
は早めに廃車手続きをしてください。

身体障害者等に対する軽自動車税（種別割）の減免
　各種障害者手帳の交付を受けている人で、 等級など一定の要件に該
当する場合には、 軽自動車等（１人につき普通車含め１台限り）の税金
が免除されます。 また、 構造が専ら身体障害者等の利用に供するため
の軽自動車（自動車検査証で確認できるもの）も対象となります。
 ■初めて申請する人
期間　４月１日㈬～６月１日㈪
場市民税課市民税係、 因島瀬戸田市民税係
※家族が所有している車両で、 障害者本人の通院・通所等に使用するもの
も対象となる場合があります。

持納税義務者のマイナンバーカード（または通知カードと本人確認書
類）、 身体障害者手帳等の原本、 自動車検査証、 運転者の運転免許証
または、 マイナ免許証（写し可）
※マイナ免許証の場合は、 「マイナンバーカード」と「免許情報が分かる画
面のコピー」（氏名・住所・生年月日・有効期限・免許の種類）が必要です。

 ■すでに減免の適用を受けている人
　２月下旬に送付した現況報告書を、 ３月25日㈬までに提出してください。
問市民税課市民税係（☎0848-38-9213）
　因島瀬戸田市民税係（☎084５-26-6227）

市民税課（☎0848-38-9213）
※本庁・各支所で手続き可。
※廃車手続きは、 標識と標識交付証明書を返納
してください。

軽自動車検査協会広島主管事務所福山支所
（☎050-3816-3081）

広島運輸支局福山自動車検査登録事務所
（☎050-5540-2069）

【国保】高額療養費支給決定
通知書の変更について

　令和７年度、 全国一斉に国民健康
保険等のシステムの全国統一化が
行われ、 尾道市も令和８年２月24
日から新しい国民健康保険システ
ムが導入されました。
　それに伴い、 国民健康保険の高額
療養費の支給決定通知書(はがき)に
記載していた医療機関名が省略さ
れ、 診療年月と支給額と金額（合計）
を記載する仕様へ変更になりまし
た。 はがきが複数枚に及ぶ場合は合
計金額が再掲されています。 (医療
機関での窓口払いの金額に差異が
生じることもあります。)
　システムの全国統一化に伴うも
のであり、 ご不便をおかけします
が、 ご了承いただきますようよろし
くお願いします。
　なお、 支給決定通知書の再交付は
できませんので大切に保管してく
ださい。
問保険年金課
　（☎0848-38-9142）

原動機付自転車（125ccまで）
小型特殊自動車

軽自動車（四輪・三輪）

軽二輪（125ccを超え250ccまで）

二輪の小型自動車（250ccを超えるもの）

車　種 手続き・問い合わせ先
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引っ越ししたら、 住所変更の届出を忘れずに！
　引っ越しで住所が変わったら、 14日以内に住所変更の届出をしてください。
　マンションや寮は、 部屋番号まで登録してください。 住所登録が正確でないと、 
市役所からの大切なお知らせが、 お手元に届かない場合があります。
　「マイナンバーカード」にも最新の住所を記載する必要があります。 忘れずにお持ちください（数字４ケタの暗証番号
が必要）。 同一世帯以外の人は、 当日の処理はできません。

住民異動手続き　 市民課、 各支所
こんなとき 必要なもの（代理人の場合は委任状が必要） 問い合わせ先

他の市町村から
転入したとき
（転入届）

他の市町村へ
転出するとき
（転出届） 
市内で住所が
変わったとき
（転居届）

世帯主や世帯の
構成が変わったとき
（世帯主変更届、
 世帯分離届等）

 

転出証明書（マイナンバーカードを使った
転出届をした人は不要）
本人確認書類　　マイナンバーカード （

市
民
課

８
４
８
０

－
－

）
２
０
１
９本人確認書類

国民健康保険の資格確認書等
後期高齢者医療の資格確認書等

本人確認書類
マイナンバーカード（転居のみ）
国民健康保険の資格確認書等
後期高齢者医療の資格確認書等
介護保険証

国民健康保険・国民年金の手続き
保険年金課、 各支所（御調は御調保健福祉センター）

こんなとき 必要なもの 問い合わせ先

保
国
（

保
険
年
金
課

８
４
８
０

－
－

２
４
１
９

金
年
民
国
（）

８
４
８
０

－
－

３
４
１
９

）

他の市町村から転入した 本人確認書類

職場の健康保険をやめた 職場の健康保険の資格喪失証明
書、 本人確認書類

職場の健康保険の
被扶養者から外れた

子どもが生まれた 母子健康手帳、 本人確認書類

他の市町村へ転出する 資格確認書（※）

職場の健康保険に加入した

職場の健康保険の
被扶養者となった

国保の加入者が死亡

住所・世帯・名前の変更 資格確認書（※）

資格確認書等をなくした 本人確認書類・委任状（代理人の場合）

就学のため、 子どもが
他の市町村へ転出する

職場の厚生年金をやめた 職場の健康保険の
資格喪失証明書、 年金手帳等

厚生年金加入の配偶者の
扶養から外れた

国
保
に
加
入

国
保
を
脱
退

国
保（
そ
の
他
）   

国
民
年
金
に
加
入
※限度額適用認定証・特定疾病療養受療証をお持ちの人は、 それらの証も必要です。

職場の健康保険の被扶養者から
外れた証明書（被扶養者資格喪
失証明書）、 本人確認書類

資格確認書、 在学証明書・学生証など、 
マイナンバーカードか通知カード

資格確認書（※）、 葬祭執行者の通
帳、 葬祭執行者・被保険者の名前
と葬祭執行日が確認できるもの
（会葬礼状・埋火葬許可証（控）等）

資格確認書等（※）と職場の健康
保険に加入したことがわかる
もの（資格確認書等）

●マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルからオ
　ンラインでの転出の届出が可能です。 （スマートフォン用電
　子証明書搭載サービスに対応した端末をお持ちの人は、 スマ
　ートフォンのみで手続きができます。）転出の届出後は、 転入
　先市区町村の窓口で転入の手続きをしてください。
　詳しくは、 デジタル庁HPをご覧ください。

職場の健康保険の被扶養者か
ら外れた証明書（被扶養者資格
喪失証明書）、 年金手帳等

日曜日に住所変更やマイナンバーカード
の受け取りができます
日３月29日㈰、 ４月５日㈰ ８：30～17：15
場市民課、 因島総合支所市民生活課
内○住民変更の届（転入・転出・転居など）
　○印鑑登録、 証明書の発行（住民票・印鑑証
明書・戸籍証明書・身分証明書など）

　○所得に関する証明書の発行
　※納税や資産に関する証明は除く。 事前に担当課
（収納課☎0848-38-9172、 因島瀬戸田市民
税係☎0845-26-6227）へご確認ください。

　○戸籍届出（婚姻や出生など）※後日審査の
場合あり。

　○パスポートの受け取り※申請不可。
　○マイナンバーカードの受け取り、 電子証

明書の発行・更新※カードは各支所で保管
しています。 移送が必要ですので、 受け取
り希望日直前の水曜17：00までに市民課
へご連絡ください。 

多量の引っ越しごみは
ごみステーションに出せません
　分別して直接施設へ持ち込むか、 収集運搬
許可業者に依頼してください。
■転入や転居した人へ
　市内でも地域によって収集日や分別が異なりま
す。 ごみ分別ガイドブック等でご確認ください。
■マンション・アパートなどを管理する人へ
　収集日とごみ分別のルールを入居者に周知
してください。 収集日の日程表等をお渡しし
ますので、 ご連絡ください。
問【尾道・御調・向島地区】
　尾道市クリーンセンター（☎0848-48-2900）
　清掃事務所[収集]・衛生施設センター[持込]
　【因島地区（原・洲江含む）】
　南部清掃事務所（☎0845-24-0432）
　【瀬戸田地区】南部清掃事務所瀬戸田分所　
　（☎0845-27-0454）
土曜に上下水道の使用開始・使用中止の電
話受付を行います
日３月21日㈯・28日㈯ ８：30～17：15
問上下水道局お客様料金センター
　（☎0848-37-9300）

持・マイナンバーカード交付通知書兼照会書
　・本人確認書類（交付案内参照） 
　・通知カード（回収します）
　※一部取り扱いができないものもありますので、 
　　不明な点は事前にお問い合わせください。
　※住所変更にともなう年金・国保等の手続きは、 
　　後日担当課で行ってください。
問市民課（☎0848-38-9102） 
　因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6208）

受け取り希望日 連絡期限
３月29日㈰ ３月25日㈬ 17：00まで
４月  5日㈰ ４月  1日㈬ 17：00まで

HPで
本庁窓口の混雑状況が確認
できます。 混雑状況確認▶

デジタル庁HP▲

https://www.digital.go.jp/policies/moving_onestop_service/
https://i-ban.com/onomichi


～ごみの水分は
　よく切って
　出してください～
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　空き地、 山林、 川など人目につきにくい場所への不法投棄が後を絶たず、 環境の悪化・
公衆衛生の阻害は大きな問題となっています。 
　不法投棄は景観を損なうだけでなく、 有害物質による環境汚染につながる悪質な犯罪
です。 違反した場合は、 ５年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金（法人には３億
円以下の罰金）かその両方の罰則が科せられます。 不法投棄を見かけたら、 尾道警察署
（☎0848-22-0110）へ通報してください。

■不法投棄をさせない環境をつくりましょう！
　清潔に管理されていない土地は、 不法投棄されやすくなります。 不法投棄された場合、 土地の所有者や管理
者は自らの責任で、 不法投棄された物を適正に処理しなければなりません。 こまめに草刈りをし、 あるいは柵
を設けて勝手に立ち入られないようにするなど、 不法投棄をさせない環境づくりに努めましょう。
　不法投棄が後を絶たず、 対応に苦慮されている地域がありましたら、 不法投棄対策品（看板、 赤い鳥居、 ネ
ット、 トラロープ）の支給や防犯カメラの貸し出し制度がありますので、 清掃事務所または南部清掃事務所へ
ご相談ください。問清掃事務所（☎0848-48-2900）南部清掃事務所（☎0845-24-0432）

■不法投棄は犯罪です！

■３月の「休日」のごみ持込受付
（対象は家庭ごみです。）

■３月20日「春分の日」のごみ収集

８：30～12：00

８：30～11：00

22日㈰

28日㈯

尾道市クリーンセンター
南部清掃事務所
瀬戸田名荷埋立処分地
御調清掃センター

【尾道・御調・向島地区】

【因島地区（原・洲江含む）】
【瀬 戸 田 地 区】

尾道市クリーンセンター
衛生施設センター【持込】・清掃事務所【収集】
南部清掃事務所
南部清掃事務所瀬戸田分所

問

問

問

（☎0848-48-2900）

（☎0845-24-0432）
（☎0845-27-0454）

４月の出張販売

３/27㈮～4/５㈰

ダンボールコンポスト講習会
定 ３人 料600円　 持ダンボール箱２個

｢制服まつり｣

４／3㈮
13：30～

HP https://www.facebook.com/onomichi.recycle

市民センターむかいしま

瀬戸田市民会館前駐車場 

道の駅クロスロードみつぎ

因島総合支所1階デッキ

10：00～14：00

10：30～14：00

10：00～14：00

10：30～14：00

４／

４／

４／

４／

4㈯

８㈬

10㈮

14㈫

環境資源リサイクルセンター （☎0848-48-2212）
10：00～16：30／月・木・祝日休館

急な休館やイベント情報などを発信しています。

※このイベントの趣旨により、 販売は実際に使用する学生本
人か保護者に限らせていただきます。
※まだ使える学生服、 体操服、 学用品がありましたら、 寄付を
お願いします。

4/７㈫～19㈰ ｢スプリングセール｣
売り場スペースなど一部商品を除いて、 衣類・食器セール

　必ず分別をして持ち込んでください。（資源物・粗
大ごみを含む）
※向島クリーンセンター・因島リサイクルセンター
　は休日の持込受付はありません。

　火・金曜が「もやせるごみの収集地域」のみ収集します。
※もやせるごみ以外の収集はお休みです。
※ごみ持込受付はありません。

在宅医療などで使う注射針はごみステーションへ出せません。 
病院・調剤薬局など、 処方された所に相談してください。
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市HP▶

健康・福祉

対令和８年度中に20歳以上74歳以下の尾道市国保の被保険者
■助成券申込期間　５月７日㈭～12月28日㈪
■人間ドック受診期間　５月14日㈭～令和９年３月31日㈬
※助成の要件、 申請方法などは、 広報おのみち４月号でお知らせする
予定です。
■対象実施機関（＊印は、 脳MRI検査のできる機関）
松本病院
中国労働衛生協会
尾道市立市民病院＊
JA尾道総合病院＊
※医療機関への予約開始日は、 医療機関によって異なります。
問保険年金課（☎0848-38-9142）

令和８年度医師確保奨学金 
奨学生募集
対次のいずれかに該当し、 医師とし
　て市の公立病院で従事する意思
　を有する人
①大学の医学を履修する課程に在
　学する人
②研修医として病院で医療を実地
　で研修している人
受付期間
　４月１日㈬～５月７日㈭必着
貸付金額　月額20万円以内
※市の公立病院で医師として勤務し
　た場合、 期間に応じて奨学金の返
　還を全部または一部免除します。
定３人（面接あり）
申市HPの申請書類を健康推進課へ
　郵送か持参
申 問〒722-0017　門田町22-5
　健康推進課
　（☎0848-24-1961）

令和８年度国保の人間ドック助成

　４月２日は「世界自閉症啓発デー」、 ４月２～８日は「発達障害者啓発
週間」です。
　発達障害は、 生まれつきの脳機能の障害と言われ、 その特性は一人
ひとりさまざまです。 コミュニケーションが苦手だったり、 課題や遊
びなどの活動に集中し続けることができないなど、 日常生活で困って
いることがあるかもしれません。
　家族、 学校、 職場などの周囲の人がその人を正しく理解し、 良いと
ころを認め、苦手なところをサポートすることで、 本来持っている力を
発揮することができます。
　発達障害について理解を深め、 お互いに支え合い、 誰もが暮らしや
すい社会を目指しましょう。 「発達障害かも」と悩んでいる人は、 相談
窓口をご利用ください。
問障害者サポートセンターはな・はな（☎0848-29-5002）
　はな・はな因島瀬戸田センター（☎0845-23-7020）
　社会福祉課（☎0848-38-9124）
　因島福祉課（☎0845-26-6209）

「発達障害かも」と悩んでいる人へ
発達障害の相談窓口

手話通訳者が
窓口でお手伝いします
日３月17日㈫、 ４月21日㈫
　９：00～12：00
　手話通訳が必要な人は社会福祉
課窓口へお越しください。
　市役所本庁での手続きなどをお
手伝いします。
※来庁時間が分かる場合は事前に
　お知らせください。
問社会福祉課
　（☎0848-38-9125・
　 FAX　0848-38-9206）
e s-fukusi@city.onomichi.
　hiroshima.jp

広島銀行尾道市役所派出所 廃止のお知らせ
　本庁舎内に設置の広島銀行尾道市役所派出所を、３月31日㈫をもっ
て廃止します。
　４月以降の市税や各種料金等の窓口でのお支払いは、 最寄りの金融
機関などをご利用ください。
　なお、 コンビニ収納用バーコードのある納付書は、 本庁舎１階テナ
ント「尾道みやげ市庁舎店」でも納付が可能です。
　また、 市税や一部の料金等は、 地方税共通納税システム、 口座振替、
コンビニエンスストアの窓口やスマートフォン決済アプリによる納付
もご利用いただけます。
※詳しくは、 市HPをご覧ください。
問会計課（☎0848-38-9148）

公立みつぎ総合病院＊
村上記念病院＊
因島医師会病院＊

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/6/2373.html



